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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アレイ状のシンチレーション結晶エレメントと、
　前記アレイ状のシンチレーション結晶エレメントを覆うように配置され、前記アレイ状
のシンチレーション結晶エレメントから放出された光を受け取るように構成された複数の
フォトセンサと、
　前記アレイ状のシンチレーション結晶エレメントと前記複数のフォトセンサとの間に配
置された光ファイバプレートであって、前記シンチレーション結晶エレメントから放出さ
れた前記光を前記複数のフォトセンサまで誘導するように構成されている複数のファイバ
を有する光ファイバプレートと、
　を備え、
　前記放出された光を前記複数のフォトセンサの各々の受光面に誘導するとともに、前記
フォトセンサの前記受光面同士の間には光を誘導しないように、前記光ファイバプレート
の中の前記ファイバのコアのサイズとクラッドの厚さとの比が変化している、ポジトロン
放射断層撮影（ＰＥＴ）検出器モジュール。
【請求項２】
　前記光ファイバプレート内の前記複数のファイバのコアのサイズとクラッドの厚さとの
比が、前記アレイ状のシンチレーション結晶エレメントの平面に平行な前記光ファイバプ
レートの長手方向平面内で変化している、請求項１に記載のＰＥＴ検出器モジュール。
【請求項３】
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　前記光ファイバプレート内の前記複数のファイバのコアのサイズとクラッドの厚さとの
比が、前記光ファイバプレートの長手方向平面に垂直な前記光ファイバプレートの厚さ方
向で変化している、請求項１に記載のＰＥＴ検出器モジュール。
【請求項４】
　前記光ファイバプレート内の前記複数のファイバのコアのサイズとクラッドの厚さとの
比が、前記光ファイバプレートの前記長手方向平面に垂直な前記光ファイバプレートの厚
さ方向でも変化している、請求項２に記載のＰＥＴ検出器モジュール。
【請求項５】
　前記複数のファイバが、異なる開口数を有する、請求項１に記載のＰＥＴ検出器モジュ
ール。
【請求項６】
　前記光ファイバプレートは、前記光ファイバプレートの長手方向平面に垂直な厚さ方向
に、前記複数のフォトセンサまで、前記シンチレーション結晶エレメントから放出された
前記光を誘導するように構成され、前記光ファイバプレートの厚さは、前記アレイ状のシ
ンチレーション結晶エレメントの厚さと実質的に略同等である、請求項１に記載のＰＥＴ
検出器モジュール。
【請求項７】
　円筒検出器環体を形成するように相互に隣接して配置された複数の検出器モジュールを
備え、
　前記検出器モジュールの各々は、
　アレイ状のシンチレーション結晶エレメントと、
　前記アレイ状のシンチレーション結晶エレメントを覆うように配置され、前記アレイ状
のシンチレーション結晶エレメントから放出された光を受け取るように構成された複数の
フォトセンサと、
　前記アレイ状のシンチレーション結晶エレメントと前記複数のフォトセンサとの間に配
置された光ファイバプレートであって、前記シンチレーション結晶エレメントから放出さ
れた前記光を前記複数のフォトセンサまで誘導するように構成されている複数のファイバ
を有する光ファイバプレートと、
　を有し、
　前記放出された光を前記複数のフォトセンサの各々の受光面に誘導するとともに、前記
フォトセンサの前記受光面同士の間には光を誘導しないように、前記光ファイバプレート
の中の前記ファイバのコアのサイズとクラッドの厚さとの比が変化している、ポジトロン
放射断層撮影（ＰＥＴ）スキャナシステム。
【請求項８】
　前記光ファイバプレート内の前記複数のファイバのコアのサイズとクラッドの厚さとの
比が、前記アレイ状のシンチレーション結晶エレメントの平面に平行な前記光ファイバプ
レートの長手方向平面内で変化している、請求項７に記載のＰＥＴスキャナシステム。
【請求項９】
　前記光ファイバプレート内の前記複数のファイバのコアのサイズとクラッドの厚さとの
比が、前記光ファイバプレートの長手方向平面に垂直な前記光ファイバプレートの厚さ方
向で変化している、請求項７に記載のＰＥＴスキャナシステム。
【請求項１０】
　前記光ファイバプレート内の前記複数のファイバのコアのサイズとクラッドの厚さとの
比が、前記光ファイバプレートの厚さ方向で変化している、請求項８に記載のＰＥＴスキ
ャナシステム。
【請求項１１】
　前記光ファイバプレート内の前記複数のファイバのコアのサイズとクラッドの厚さとの
比が、前記光ファイバプレートの前記長手方向平面に垂直な前記光ファイバプレートの厚
さ方向でも変化している、請求項８に記載のＰＥＴスキャナシステム。
【請求項１２】
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　アレイ状のシンチレーション結晶エレメントと、
　前記アレイ状のシンチレーション結晶エレメントを覆うように配置され、前記アレイ状
のシンチレーション結晶エレメントから放出された光を受け取るように構成された複数の
フォトセンサと、
　前記アレイ状のシンチレーション結晶エレメントと前記複数のフォトセンサとの間に配
置された光学材料であって、前記アレイ状のシンチレーション結晶エレメントから放出さ
れた前記光を前記複数のフォトセンサまで導くように構成されており、１．７５を上回る
平均屈折率を有する光学材料と、
　を備え、
　前記放出された光を前記複数のフォトセンサの各々の受光面に誘導するとともに、前記
フォトセンサの前記受光面同士の間には光を誘導しないように、前記光学材料の中のファ
イバのコアのサイズとクラッドの厚さとの比が変化している、ポジトロン放射断層撮影（
ＰＥＴ）検出器モジュール。
【請求項１３】
　アレイ状のシンチレーション結晶エレメントと、前記アレイ状のシンチレーション結晶
エレメントを覆うように配置され、前記アレイ状のシンチレーション結晶エレメントから
放出された光を受け取るように構成された複数のフォトセンサとの間に配置された光ファ
イバプレートであって、
　前記シンチレーション結晶エレメントから放出された前記光を前記複数のフォトセンサ
まで誘導するように構成されている複数のファイバを備え、
　前記光ファイバプレート内の前記複数のファイバのコアのサイズとクラッドの厚さとの
比は、前記ファイバの長軸に垂直な前記光ファイバプレートの長手方向平面内で変化し、
　前記放出された光を前記複数のフォトセンサの各々の受光面に誘導するとともに、前記
フォトセンサの前記受光面同士の間には光を誘導しないように、前記比が変化している、
光ファイバプレート。
【請求項１４】
　前記ファイバのコアのサイズは、同じクラッド厚に対して、前記光ファイバプレートの
前記長手方向平面内で変化している、請求項１３に記載の光ファイバプレート。
【請求項１５】
　前記ファイバのクラッドの厚さは、同じコアのサイズに対して、前記光ファイバプレー
トの前記長手方向平面内で変化している、請求項１３に記載の光ファイバプレート。
【請求項１６】
　前記ファイバのクラッドの厚さは、同じコアのサイズに対して、前記光ファイバプレー
トの前記長手方向平面内で変化している、請求項１４に記載の光ファイバプレート。
【請求項１７】
　アレイ状のシンチレーション結晶エレメントと、
　前記アレイ状のシンチレーション結晶エレメントを覆うように配置され、前記アレイ状
のシンチレーション結晶エレメントから放出された光を受け取るように構成された複数の
フォトセンサと、
　前記アレイ状のシンチレーション結晶エレメントと前記複数のフォトセンサとの間に配
置された光ファイバプレートであって、前記シンチレーション結晶エレメントから放出さ
れた前記光を前記複数のフォトセンサまで誘導するように構成されている複数のファイバ
を有する光ファイバプレートと、
　を備え、
　前記放出された光を前記複数のフォトセンサの各々の受光面に誘導するとともに、前記
フォトセンサの前記受光面同士の間には光を誘導しないように、前記光ファイバプレート
の中の前記ファイバのコアのサイズとクラッドの厚さとの比が変化している、核医学画像
撮影検出器モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】



(4) JP 5925452 B2 2016.5.25

10

20

30

40

50

【０００１】
　本発明の実施形態は、ポジトロン放射断層撮影（ＰＥＴ）検出器モジュール、ポジトロ
ン放射断層撮影（ＰＥＴ）スキャナシステム、光ファイバプレート及び核医学画像撮影検
出器モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガンマ線検出器全般の用途、特にポジトロン放射断層撮影（ＰＥＴ：Positron　Emissi
on　Tomography）におけるガンマ線検出器の用途は、画像診断の分野で広がっている。Ｐ
ＥＴイメージングでは、注射、吸入、又は摂取によって、撮影対象となる被検体に放射性
医薬品を導入する。かかる薬品は、当該薬品の物理的性質及び生体分子的性質により、人
体内の特定の部位に集積する。薬品の実際の空間分布、蓄積点若しくは蓄積領域の強度、
及び投与から捕獲、そして最終的な排出に至るプロセスの動態は、全て、臨床的に重要な
意味を持つ可能性のある要素である。このプロセスを通して、放射性医薬品に付着させた
ポジトロン放出体は、半減期、分岐比といった同位体の物理的性質に従ってポジトロン（
陽電子）を放出する。
【０００３】
　放射性核種はポジトロンを放出する。１つの放出ポジトロンが１つの電子と衝突すると
、１つの消滅事象（annihilation　event）が起こり、それらポジトロン及び電子は崩壊
する。ほとんどの場合、１つの消滅事象によって、実質的に１８０°離れて反対方向に移
動する２つのガンマ線（５１１ｋｅＶ）が発生する。
【０００４】
　それら２つのガンマ線を検出し、検出部位同士を結ぶ線、即ち同時計数線（ＬＯＲ：Li
ne　Of　Response）を引くことによって、高い確率で元の消滅位置を探し出すことができ
る。このプロセスは、相互作用が起こっている可能性のある線を識別するに過ぎないが、
これらの線を数多く蓄積すれば、断層を再構成するプロセスを用いることによって、元の
分布を推定することができる。シンチレータ結晶における２つのガンマ線の相互作用から
生じた２つのシンチレーション事象の部位の他に、正確なタイミング（数百ピコ秒以内）
も利用可能であれば、飛行時間（ＴＯＦ：Time　Of　Flight）の計算により、上記の同時
計数線に沿った、消滅事象が生じた確率の高い位置に関する更なる情報を加えることがで
きる。スキャナが有するタイミング分解能の限界によって、この線に沿った位置判定の精
度が決まることになる。元のシンチレーション事象の部位を決定する際の限界によって、
スキャナの最終的空間分解能が決まることになる。一方、同位体の特定の特性（例えばポ
ジトロンのエネルギー）も、（ポジトロンの範囲及び２つのガンマ線の共直線性を介して
）この特定の薬品の空間分解能を決める一因となる。
【０００５】
　上記の検出プロセスは、多数の事象について反復する必要がある。イメージング作業を
支持するのに計数（即ち事象の対）がどれだけ必要になるのかを決定するには、各イメー
ジング事例を解析しなければならないものの、数億の計数を蓄積する必要があるというの
が、全身検査としての「典型的な長さ１００ｃｍのＦＤＧ（フルオロデオキシグルコース
：fluoro-deoxyglucose）の研究」での現状である。これだけの計数を蓄積するのに要す
る時間は、薬品の注入量及びスキャナの感度とスキャナの計数能力によって決まる。
【０００６】
　ＰＥＴイメージングシステムは、被検体から飛散するガンマ線を検出するために、相互
に対向して配設された検出器を使用する。典型的には、各角度から飛来するガンマ線を検
出するために、環状に配置された検出器を使用する。したがって、ＰＥＴスキャナは、本
質的に等方性になっているはずの照射をできるだけ多く捕獲できるように、典型的には実
質的に円筒形になっている。
【０００７】
　ひとたびＰＥＴスキャナ全体の形状が分かれば、もう一つの問題は、できるだけ多くの
シンチレーション料をガンマ線経路に配置して、できるだけ多くのガンマ線を停止させて
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光に変換できるようにすることである。断層再構成の原理によって放射性同位体の時空間
分布を再構成できるようにするために、検出された各事象のエネルギー（即ち発生した光
の量）、部位、及びタイミングの特徴を決定する必要がある。ほとんどの最新ＰＥＴスキ
ャナは、数千の個別結晶で構成されている。それらの結晶はモジュールの形で配置されて
おり、シンチレーション事象の位置を識別するのに用いられている。典型的には、結晶エ
レメントの断面は、概ね４ｍｍ×４ｍｍである。それよりも小さい又は大きい寸法で、正
方形以外の断面も可能である。結晶の長さ又は深さがガンマ線を捕獲する確率を決定する
ことになるのであるが、典型的には、１０～３０ｍｍの範囲である。シンチレーション結
晶の一例は、ＬＹＳＯ（即ち、Ｌｕ１．８Ｙ０．２ＳｉＯ５：Ｃｅ又はオルトケイ酸ルテ
チウム）である。この結晶は、高光出力、高速立ち上がり時間、高速減衰時間、高平均原
子番号、及び高密度を理由に選択される。他の結晶も使用可能である。図６は、ＬＹＳＯ
結晶中のシンチレーションからＰＭＴの光電陰極までの光路を示す図である。
【０００８】
　図６に示す構成は、従来のガンマ線検出器モジュールの一例を示すものである。ＰＥＴ
スキャナは、複数のガンマ線検出器モジュールから構成されており、各ガンマ線検出器モ
ジュールは、被検体から放出されて入射したガンマ線を可視光に変換するシンチレータと
、可視光をフォトセンサ（Photo　sensor）に伝達するために光透過性に優れたプラスチ
ック素材により形成されたライトガイドと、フォトセンサとして、例えば、シンチレーシ
ョン光を増倍して電気信号に変換する光電子増倍管（ＰＭＴ：Photomultiplier　Tube）
とから構成される。シンチレータは、アレイ状のシンチレーション結晶エレメントから構
成され、例えば、図６に示すように、ＬＹＳＯの結晶がアレイ状に配列される。また、各
シンチレーション結晶の側面は、図６に示すように、例えば、シンチレータと同程度の屈
折率の接着剤により反射材が接着されている。すなわち、各シンチレーション結晶は、反
射材で仕切られている。シンチレーション結晶の側面の反射板により、ガンマ線が入射し
たシンチレーション結晶から光がライトガイドへ放出される。シンチレーション結晶とガ
ンマ線とが相互作用してガンマ線が光に変換される「相互作用の確率」は同じであるが、
「相互作用の頻度」は位置ごとに異なる。
【０００９】
　また、ライトガイドは、図６に示すように、例えば、メチルメタクリレート（ＭＭＡ）
により構成される。また、ガンマ線検出器モジュールは、複数のＰＭＴから構成される。
図６では、複数のＰＭＴの１つをＰＭＴ１として示している。ＰＭＴ１は、図６に例示す
るように、シンチレーション光を受光し光電子を発生させる光電陰極（Photocathode）等
からなり、光電陰極で発生した光電子は、真空内にある多段のダイノード及び電子の流れ
出し口である陽極へ向かう。
【００１０】
　なお、図６に示すように、従来のガンマ線検出器モジュールでは、例えば、室温でゴム
状になるシリコン（silicone）であるＲＴＶ（Room　Temperature　Vulcanization）によ
り、シンチレータとライトガイドとが組み合わされ、また、ライトガイドとＰＭＴとが組
み合わされる。また、従来の一例として、図６に示すように、ライトガイドには、シンチ
レータとの接触面に設けられたスリットに、ＲＴＶで側面が挟まれた反射材が挿入されて
いる。ここで、シンチレーション結晶は、１つのガンマ線と相互作用することで、複数の
シンチレーション光子を出力する。かかる光は、ガンマ線検出器モジュールを構成する各
ＰＭＴで検出される。ＰＥＴイメージングシステムでは、光を略同時に検出した複数のＰ
ＭＴの位置から、例えばアンガーロジック（Anger　logic）により重心計算を行なうこと
で、１つのガンマ線に由来する複数の光子を放出したシンチレーション結晶を特定し、ガ
ンマ線の入射位置を検出する。ここで、例えば、ＰＭＴ１の端部直下に位置するシンチレ
ータ結晶で変換された「１つのガンマ線に由来する複数の光子」が、ＰＭＴ１のみに入射
した場合、ＰＥＴイメージングシステムは、このガンマ線の入射位置を、ＰＭＴ１の中心
直下に位置するシンチレータ結晶の位置として計算することとなる。かかる場合、ガンマ
線検出の精度が低下することとなる。このため、図６に例示する、ライトガイドの反射材
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は、シンチレータ光を、複数の異なるＰＭＴに適切に分配するために用いられる。例えば
、図６の検出器モジュールでは、反射材の厚さ方向の長さを、ライトガイド中の位置によ
り変化させている。このように、ライトガイドによる光のフォトセンサへの誘導を制御す
ることは、ガンマ線検出の精度を向上させるために重要な要素となる。
【００１１】
　ＰＥＴイメージングは、高速且つ高輝度なシンチレーション結晶によるガンマ線から光
への変換に依存している。シンチレータの中の相互作用位置を決定し、個別事象の時間ペ
アリングを行った後で、消滅プロセスの部位を再生することができる。これらの行為を行
うには非常に高速のコンポーネント（検出器及び電子機器）が必要であり、卓越した信号
対ノイズ比も必要である。高品質の電子機器を用いれば、信号対ノイズ比は主に、検出プ
ロセスに関与する固有のポアソン統計によって決まる。より多くのフォトンを検出すれば
信号対ノイズ比が向上し、したがって空間分解能及びタイミング分解能が一層高まること
になる。検出プロセスでの重大な光損失は、検出器の設計及び電子機器の改善をもっても
補償することはできない。捕集した光全体の割合（シンチレータで発生した量に対して）
は、設計の効率を表すのにふさわしい指標である。光の捕集量を最大化しようとする人は
誰でも、フォトセンサをできるだけシンチレーション結晶に接近させるとともに、反射及
び他のエッジ効果を回避しようとするであろう。このようなことを行えば、出来上がるも
のは、否応なく、結晶とセンサとの間の距離が短い検出器の大きなアレイになってしまう
であろう。
【００１２】
　上記のように、ＰＥＴイメージングシステムは単なる計数器ではなく、シンチレーショ
ン事象の存在を検出することに加え、その検出部位の識別も行う必要がある。各相互作用
の部位を識別できるようにするための最も直接的な設計は、概念的には、恐らくシンチレ
ータ結晶毎に独立したフォトセンサ及びデータ収集チャネルを有するようにすることであ
ろう。共通のフォトセンサの物理的な大きさ、各データ収集チャネルに必要な電力、及び
これらの品目の関連コスト、といった制約のために、フォトセンサ数及び電子機器のチャ
ネル数を削減する目的で、通常は何らかの多重化が採用される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】米国特許第５３１９２０４号明細書
【特許文献２】米国特許第５４５３６２３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明が解決しようとする課題は、ガンマ線検出の精度を向上させることができるポジ
トロン放射断層撮影（ＰＥＴ）検出器モジュール、ポジトロン放射断層撮影（ＰＥＴ）ス
キャナシステム、光ファイバプレート及び核医学画像撮影検出器モジュールを提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　実施形態のポジトロン放射断層撮影（ＰＥＴ）検出器モジュールは、アレイ状のシンチ
レーション結晶エレメントと、複数のフォトセンサと、光ファイバプレートとを備える。
複数のフォトセンサは、前記アレイ状のシンチレーション結晶エレメントを覆うように配
置され、前記アレイ状のシンチレーション結晶エレメントから放出された光を受け取るよ
うに構成される。光ファイバプレートは、前記アレイ状のシンチレーション結晶エレメン
トと前記複数のフォトセンサとの間に配置された光ファイバプレートであって、前記シン
チレーション結晶エレメントから放出された前記光を前記複数のフォトセンサまで誘導す
るように構成されている複数のファイバを有する。前記放出された光を前記複数のフォト
センサの各々の受光面に誘導するとともに、前記フォトセンサの前記受光面同士の間には
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光を誘導しないように、前記光ファイバプレートの中の前記ファイバのコアのサイズとク
ラッドの厚さとの比が変化している。 
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、複数の検出器モジュールを有するＰＥＴスキャナ環体を示す図である。
【図２】図２は、支持構造体、シンチレータアレイ、ライトガイド及び配列された複数の
ＰＭＴを有する本実施形態に係る検出器モジュールを示す図である。
【図３】図３は、ＬＹＳＯの発光スペクトルを示す図である。
【図４】図４は、検出器の各結晶と計算された重心との間の対応関係を示すフラッドヒス
トグラムである。
【図５】図５は、様々なコア／クラッド比を有する各種光ファイバを示す図である。
【図６】図６は、ＬＹＳＯ結晶中のシンチレーションからＰＭＴの光電陰極までの光路を
示す図である。
【図７】図７は、図２に示す検出器のセグメント化設計を示す図である。
【図８Ａ】図８Ａは、セグメント化された非光ファイバ設計で使用されるライドガイドの
セグメントの一例を示す図（１）である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、セグメント化された非光ファイバ設計で使用されるライドガイドの
セグメントの一例を示す図（２）である。
【図９】図９は、本明細書に記載のライトガイドについての、ライトガイド内での変化が
ステップ状である場合（上図）と、ライトガイド内での変化が連続的である場合（下図）
とを含む、２種類のファイバ密度変化例を示す図である。
【図１０Ａ】図１０Ａは、従来の結晶、ライトガイド、フォトセンサ集合体を示す図であ
る。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、図１０Ａの設計では不可能であったフォトセンサ活性部への導
光を実現する、本実施形態のファイバ密度の連続的変化を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付図面を参照して、ポジトロン放射断層撮影（ＰＥＴ）検出器モジュール、ポ
ジトロン放射断層撮影（ＰＥＴ）スキャナシステム及び光ファイバプレートの実施形態を
詳細に説明する。
【００１８】
（実施形態）
　以下に記載する本実施形態は、シンチレーション結晶からアレイ状のフォトセンサに最
大限の量の光を誘導するものである。
【００１９】
　本実施形態では、ポジトロン放射断層撮影（ＰＥＴ）検出器モジュールは、アレイ状の
シンチレーション結晶エレメントと、アレイ状のシンチレーション結晶エレメントを覆う
ように配置され、アレイ状のシンチレーション結晶エレメントから放出された光を受け取
るように構成された複数のフォトセンサと、アレイ状のシンチレーション結晶エレメント
と複数のフォトセンサとの間に配置された光ファイバプレートであって、シンチレーショ
ン結晶から放出された光を複数のフォトセンサまで誘導するように構成されている複数の
ファイバを有する光ファイバプレートと、を備える。
【００２０】
　また、本実施形態のＰＥＴ検出器モジュールを有する実施形態であるポジトロン放射断
層撮影（ＰＥＴ）スキャナシステムは、円筒検出器環体を形成するように相互に隣接して
配置された複数の検出器モジュールを備える。検出器モジュールの各々は、アレイ状のシ
ンチレーション結晶エレメントと、アレイ状のシンチレーション結晶エレメントを覆うよ
うに配置され、アレイ状のシンチレーション結晶エレメントから放出された光を受け取る
ように構成された複数のフォトセンサと、アレイ状のシンチレーション結晶エレメントと
複数のフォトセンサとの間に配置された光ファイバプレートであって、シンチレーション
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結晶から放出された光を複数のフォトセンサまで誘導するように構成されている複数のフ
ァイバを有する光ファイバプレートと、を有する。
【００２１】
　以下、本実施形態を説明する前に、改めて、ライトガイドの重要性について説明する。
光がどのように複数のフォトセンサに分配されるのかを適切に記録することによって、い
かなるセンサ応答の組み合わせに対しても事象部位（シンチレーション事象発生部位）を
割り当てることができる。したがって、上述したように、複数のフォトセンサに光を分配
する必要がある。図３は、ＬＹＳＯの発光スペクトルを示す図である。図３に示すように
、ＬＹＳＯは、「発光量」が、４２０ｎｍ付近をピークとする発光スペクトルを示す。３
２個の光子がガンマエネルギー１ｋｅＶに対応するとすれば、ポジトロン消滅からの５１
１ｋｅＶガンマ線は、図３に示すスペクトルを有する光子を、平均で１６，３５２個生成
することになる。
【００２２】
　検出器で使用する光学材料、特にライトガイド用の光学材料を選択する際に、スペクト
ルは重要である。検出される光学光子の数を最大化するには、シンチレータの発光スペク
トルにわたって最小の吸収を有する材料を使用しなければならない。
【００２３】
　イメージングの理由から、結晶は、小さなエレメントに切り分ける必要がある。その結
晶エレメントの大きさは、画像分解能及び計数統計によって決まることになる。しかも、
約４×４ｍｍという暗黙の業界標準が、長年の間に登場してきている。結晶の長さ（又は
深さ）は、所望の感度によって決まる。（全入射ガンマ線の１／ｅを捕獲するための）減
衰長が１２ｍｍとすれば、２０ｍｍでは約８０％を、３０ｍｍでは９０％近くを捕獲する
ことになるであろう。
【００２４】
　光は、相互作用点から等方的に発生する。この相互作用点は、指数確率分布に従って、
結晶長の深さ（例えば２０ｍｍ）に沿ったどこかに探し当てることができる。単一結晶か
らの等方性の光をアレイ状のフォトセンサまで伝えるステップは、ライトガイドによって
実施される。その光はどの結晶から来た可能性が最も高いのかを識別するには、その光を
アレイ状の光電子増倍管に「適切に」分配する必要がある。ＰＭＴの直径又は幅は、典型
的には、結晶自体の幅より６～１０倍大きい。各ＰＭＴが取り込んだ様々な光量を比較す
ることによって、且つ、重心計算（又は、質量中心計算若しくは１次モーメント計算）を
用いることによって、全結晶のマップを作成することができ、最終的に、取り込んだ光を
結晶アレイの物理的部位に関連付けることができる。これは、画像を形成するのに必要な
ことである。２次元配置でＸ重心及びＹ重心を形成するには、少なくとも３台のＰＭＴで
光を取り込む必要がある。
【００２５】
　１次近似では、ライトガイドは単純にニュートラルな光インタフェースであって、結晶
エレメントから出て行く光は、その中を、全方向に制約無く進むことができる。厚さは、
位置判定（結晶の識別）を実行できるように調節することができる。アレイの端部には、
特別な注意を払う必要がある。
【００２６】
　ライトガイド中の光分散に影響を与えるもう１つの要因は、屈折率である。現在使用さ
れている諸々の材料（例えばホウケイ酸ガラス、ポリカーボネート、ポリメタクリル酸メ
チル又はＰＭＭＡ）の屈折率は「約１．５」であるが、ＬＹＳＯは１．８１である。
【００２７】
　図４は、検出器の各結晶と計算された重心との間の対応関係を示すフラッドヒストグラ
ムである。図４の上図は、ＰＥＴ検出器モジュールの検出面の平面図である。図４の上図
に示すように、ＰＥＴ検出器モジュールでは、反射材で仕切られて配列された正方形の入
射面を有する複数のシンチレーション結晶がアレイ状に配列され、複数のシンチレーショ
ン結晶を覆うように、フォトセンサであるＰＭＴが配列されている。図４の上図に示す一
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例では、大きさの異なる２種類のＰＭＴが、交互に配列されている。また、図４の下図は
、図４の上図に示すＰＥＴ検出器モジュールに入射したガンマ線に由来する光を検出した
結果、ＰＥＴイメージングシステムが、重心計算により求めたカンマ線入射位置（シンチ
レーション結晶の位置）を２次元上にマッピングした結果を示す図であるフラッドヒスト
グラム（flood　histogram）である。なお、フラッドヒストグラムは、フラッドマップ（
flood　map）やフラッドダイアグラム（flood　diagram）とも呼ばれる。適切な光分配が
行われると、図４に示すように、検出器の各結晶と単一重心との間の関係付けを、高い信
頼性で作成することができる。結晶アレイとＰＭＴとの間に受動光学材料を設けたのでは
、かかる結晶識別は不可能であろう。適切な分配とするには、ニュートラルな光路に構造
体及び反射材を加える必要がある。この作業は、周囲の全ＰＭＴ間の最適（又は最小）の
光比率が、結晶毎に導かれることに集約することができる。反復して同じ分配比率を作り
出せるシステムならどれでも、このようなライトガイド機能に対する解決策になるはずで
ある。
【００２８】
　従来のＰＥＴ検出器には、単純な重心計算で十分に結晶を探し当てられるだけの空間分
解能で光をセンサアレイに適切に伝えるために、複数の態様がある。しかし、光路が複雑
なため、検出に利用可能な光の総量が低下する。典型的には、従来の設計では、シンチレ
ーション結晶から放出された、既に非常に制限されている光量の約５０％～６０％が失わ
れる。
【００２９】
　ＰＥＴ検出は、各事象の光子数が制限されていることによって制約を受ける。それらの
逸失光子のうちの測定可能な部分を取り戻すことは、ＰＥＴ事象に関連する空間情報、エ
ネルギー情報、及びタイミング情報を向上するのに重要である。
【００３０】
　そこで、本実施形態では、ライトガイドとして光ファイバプレートを用いたＰＥＴ検出
器モジュールによりＰＥＴスキャナシステムを設計する。ここで、図１等を参照し、本実
施形態に係るＰＥＴスキャナ設計について説明する。図１は、複数の検出器モジュールを
有する環体のＰＥＴスキャナ１００を示す図である。図１に示すように、検出器環体は、
多数の長方形の検出器モジュール２００を具備している。一実施形態によれば、検出器環
体は、４０個の検出器モジュール２００を具備している。別の実施形態では、３６個の検
出器モジュール２００を使って、ＰＥＴスキャナの内径を一層大きく作製している。
【００３１】
　図２は、支持構造体、シンチレータアレイ、ライトガイド及び配列された複数のＰＭＴ
を有する本実施形態に係る検出器モジュールを示す図である。図２は、支持構造体２０４
と、２次元アレイ状の個々の検出器結晶２０３（以下、「シンチレーション結晶エレメン
ト２０３」とも記載する）とを備える検出器モジュール設計を例示している。これらの検
出器結晶２０３は、ガンマ照射を吸収するとともに、シンチレーション光子を放出する。
これらの光子は、光電子増倍管（ＰＭＴ）２０１で検出される。アレイ状の検出器結晶２
０３と光電子増倍管（ＰＭＴ）２０１との間に、ライトガイド２０２が配置されている。
図２に示すように、各検出器モジュール２００は、それぞれが複数の検出器結晶２０３を
覆っている、多数の、場合によっては種々のサイズのＰＭＴ２０１を備える。各ＰＭＴ２
０１は、シンチレーション事象が起こったときに急峻に立ち上がり、次いで指数関数的に
減衰するアナログ信号を生成する。１つの検出器結晶２０３から放出された光子群は、複
数のＰＭＴ２０１で検出することができる。次いで、各ＰＭＴ２０１で発生されたアナロ
グ信号に基づき、事象に対応する検出器結晶２０３を決定することができる。本実施形態
ではライトガイド２０２として光ファイバフェースプレートを用いている。以下では、ラ
イトガイド２０２を光ファイバプレート２０２とも記載する。
【００３２】
　図７は、図２に示す検出器のセグメント化設計を示す図である。図７は、セグメント化
検出器モジュール設計の様々な図を例示している。本実施形態では、シンチレーション結
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晶エレメント２０３で形成される結晶アレイ及びライトガイドとしての光ファイバプレー
ト２０２は、２つのＰＭＴを連結する中央線を跨いでセグメント化されている（図７の（
１）を参照）。図７に示す実施形態では、３種類のセグメントが使用されている（図７の
（２）、（３）及び（４）を参照）。各セグメントは、結晶サブアレイ及び対応するライ
トガイドサブピースを具備している。この実施形態では、１つのタイプのセグメントは縁
端部タイプ（end-type）であり、他のタイプのセグメントは、中間部タイプ（middle-typ
e）のセグメントである。
【００３３】
　本実施形態では、図２に示すＰＥＴ検出器でライトガイド機能を実現するのに、ライト
ガイド２０２として光ファイバフェースプレートである光ファイバプレート２０２を用い
ている。光ファイバプレート２０２は、アレイ状のシンチレーション結晶エレメント２０
３と複数のフォトセンサ（ＰＭＴ２０１）との間に配置され、シンチレーション結晶から
放出された光を複数のフォトセンサ（ＰＭＴ２０１）まで誘導するように構成されている
複数のファイバを有する。光ファイバプレート２０２は、その光ファイバプレートの長手
方向平面に垂直な厚さ方向に、上記複数のフォトセンサ（複数のＰＭＴ２０１）まで、シ
ンチレーション結晶から放出された光を導くように構成されている。更に、光ファイバプ
レート２０２の厚さは、図２及び図７に示すように、アレイ状のシンチレーション結晶エ
レメント２０３の厚さと、実質的にほぼ同等である。すなわち、光ファイバプレート２０
２は、光ファイバプレート２０２の長手方向平面に垂直な厚さ方向に、複数のフォトセン
サ（ＰＭＴ２０１）まで、シンチレーション結晶から放出された光を誘導するように構成
され、光ファイバプレート２０２の厚さは、アレイ状のシンチレーション結晶エレメント
２０３の厚さと実質的に略同等である。
【００３４】
　光ファイバプレート２０２は、光ファイバコアを多数具備しており、それらコアとコア
の間には光学材料が入っている。結晶アレイとＰＭＴとの間に光ファイバプレート２０２
が配置されると、たとえそのファイバが湾曲した経路を有していても、そのファイバアセ
ンブリは複雑な形状に形作ることができるため、一部の光はＰＭＴに導かれる。ファイバ
の場所及び角度に起因してファイバ内部に進入しなかった光の一定部分は、それでもなお
ファイバ間のニュートラルな媒体の中を進行して、ＰＭＴに達する場合がある。
【００３５】
　本実施形態では、光ファイバプレート２０２内の上記複数のファイバの密度、即ちコア
／クラッド比は、光ファイバプレート２０２に平行な平面（又はセンサ平面）内で調節可
能である。すなわち、光ファイバプレート２０２内の複数のファイバの密度は、ファイバ
の長軸に垂直な光ファイバプレート２０２の長手方向平面内で変化させることができる。
より詳細には、光ファイバプレート２０２内の複数のファイバの密度は、アレイ状のシン
チレーション結晶エレメント２０３の平面に平行な光ファイバプレート２０２の長手方向
平面内で調節可能である。また、本実施形態では、別の一例として、光ファイバプレート
２０２内の上記複数のファイバの密度は、プレートの上端部からプレートの下端部に向か
って、ファイバの長軸に平行な方向に変化する。すなわち、光ファイバプレート２０２内
の前記複数のファイバの密度は、光ファイバプレート２０２の長手方向平面に垂直な光フ
ァイバプレート２０２の厚さ方向で調節可能である。また、本実施形態では、別の一例と
して、光ファイバプレート２０２内の上記複数のファイバの密度は、光ファイバプレート
２０２の厚さ方向及び光ファイバプレート２０２の平面内の両方で調節可能である。また
、本実施形態では、別の一例として、複数のファイバが、異なる開口数を有する。
【００３６】
　図５は、様々なコア／クラッド比を有する各種光ファイバを示す図である。図５では、
点でハッチングした部分がコアを示し、白抜きの部分がクラッドを示している。図５は、
本明細書に開示の実施形態と組み合わせて使用することが可能な、様々なファイバ密度を
有するファイバの取り合わせを２種類例示している。図５の右図に示すように、所与のク
ラッド厚に対して、ファイバのサイズを変えることによって密度を変えることができる。
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すなわち、光ファイバプレート２０２が有するファイバのコアのサイズは、同じクラッド
厚に対して、光ファイバプレート２０２の長手方向平面内で変化させることができる。ま
た、図５の左図に示すように、所与のコア厚に対して、ファイバのサイズを変えることに
よって密度を変えることができる。すなわち、光ファイバプレート２０２が有するファイ
バのクラッドの厚さは、同じコアのサイズに対して、光ファイバプレート２０２の長手方
向平面内で変化させることができる。或いは、図５の左図に示す一例とは別に、ファイバ
のサイズを所与のものとして、異なるクラッドサイズを用いることによって、コアサイズ
を変化されることで、密度を変更することも可能である。更に、各ファイバの断面を変え
られるようにして、光ファイバプレート２０２の厚さ方向で密度を変えても構わない。す
なわち、光ファイバプレート２０２を設計する際に、コア／クラッド比は、ファイバ断面
の大きさを変化させながら、様々な値となるように設計されても良い。
【００３７】
　図８Ａ及び図８Ｂは、セグメント化された非光ファイバ設計で使用されるライドガイド
のセグメントの一例を示す図である。図８Ａは、セグメント化非光ファイバ結晶の詳細図
を示している。図８Ｂは、ライトガイドの中に機械加工された一連のスロットを示してい
る。これらのスロットは反射材を収容しており、それによって、結晶面からセンサ平面ま
で調節可能な導光管を提供している。この特定の例において、１２８個の個々の結晶から
４個のセンサへの所望の分配を行うには、３～５種類の異なる深さが必要になる。この設
計を使用すれば、図４の下図に示すように各結晶を分離することができる。この場合、複
数のセグメントが、相互に結合されて１つのモジュールを形成している。本実施形態では
、光の誘導制御を行なえるように、レンズとして機能できる光ファイバプレート２０２を
ライトガイドとして用いることで、光を最大限に複数のフォトセンサに適切に分配するこ
とができるので、反射材を用いる必要はなくなる。ただし、本実施形態は、光ファイバプ
レート２０２内に反射材を収容させて、適切な分配をサポートするように、検出器モジュ
ール２００の設計が行なわれる場合であっても良い。
【００３８】
　図９は、本明細書に記載のライトガイドについての、ライトガイド内での変化がステッ
プ状である場合（上図）と、ライトガイド内での変化が連続的である場合（下図）とを含
む、２種類のファイバ密度変化例を示す図である。図９は、光ファイバプレート２０２が
、ファイバのコア内に導かれる光の量及びクラッド材料中でコアとコアの間を「自由に」
進行する光の量をどのように変えているかを示している。上図では、変化はステップ状で
あり、導光効果は、従来ライトガイドとして用いられていた機械加工ＰＭＭＡの場合と同
様に、プレート中央では小さく、端部の方に向かって大きくなっている。図９の下図は、
同じ効果を、より連続的な形態で示している。このようにして、本実施形態では、光ファ
イバプレート２０２をライトガイドとして用い、プレート面でコア－クラッド比を変える
ことによって、任意に光の誘導を調節可能な導光システムが実現される。
【００３９】
　図１０Ａは、従来の結晶、ライトガイド、フォトセンサ集合体を示す図であり、図１０
Ｂは、図１０Ａの設計では不可能であったフォトセンサ活性部への導光を実現する、本実
施形態のファイバ密度の連続的変化を示す図である。図１０Ａでは、上から、シンチレー
ション結晶、ライドガイド、ＰＭＴを示す。また、図１０Ｂでは、上から、シンチレーシ
ョン結晶、光ファイバプレート、ＰＭＴを示す。本実施形態では、フォトセンサの表面を
全部合わせたものは、結晶の総表面より狭い。図１０Ｂは、ファイバのコア内部に導かれ
た光が、どのようにして、例えばセンサ同士の間には誘導されずに、図１０Ａの非光ファ
イバ設計と同様に、センサの感知部の方に誘導されるのかを示している。適切な区域でプ
レートの厚さにわたってファイバの密度を変化させることによって、光は、センサの感知
部まで導かれる。図１０Ｂの実施形態では、光ファイバプレートのファイバの密度が変化
しているが、それは、放出光を、上記複数のフォトセンサの各々の受光面に誘導し、フォ
トセンサのそれら受光面同士の間には誘導しないようにするためである。すなわち、検出
感度を更に向上させるために、光ファイバプレート２０２内のファイバの密度は、アレイ
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状のシンチレーション結晶エレメント２０３から放出された光を複数のＰＭＴ２０１の各
々の受光面に誘導するとともに、ＰＭＴ２０１の受光面同士の間には光を誘導しないよう
に、密度が変化しているように設計される。
【００４０】
　この実施形態の説明から明らかなことは、ライトガイド平面内及び光ファイバプレート
の厚さ内の両方でファイバの密度を変えることによって、１つの結晶から複数のセンサへ
の適切な光の分配とすることができ、しかも、従来の検出器設計ではセンサとセンサの間
で途切れていたような光を再誘導することによって、センサにより多くの総光量を届ける
ことができるということである。したがって、本実施形態では、ガンマ線検出の精度を向
上させることができる。
【００４１】
　開示の実施形態は、諸々の利点を有する。第１に、ライトガイドの中に反射体を配置す
ることに関連した機械作業及び手作業を全て回避しているため、光ファイバプレートから
ライトガイドを構築することに、あまり費用がかからない。
【００４２】
　第２に、端部（edge）の結晶又は角部（corner）の結晶を用いるなどして、より微妙な
光分配が可能である。光ファイバプレートは、より多くの変数を提供して、光分配を最適
化する。まず、ファイバによって捕獲された光は、ファイバの終端部に正確に、しかもそ
こにだけ誘導されるが、クラッド材料は、よりニュートラルな光路を提供する。それら２
つのコンポーネントの相対密度を変えることによって、光分配が制御される。例えば、端
部結晶又は角部結晶からの光は、近傍のセンサに到達するのにより長い経路を進行する必
要があり、したがって、横方向におけるファイバの密度は、端部に向かって低くなってい
る。更に、結晶アレイは明らかに長方形であり、センサは、本実施形態では円形である。
したがって、結晶アレイの角部からの光をフォトセンサの感知区域に届けるために、結晶
表面からセンサ平面まで深さ方向にファイバの密度を変化させることによって、くさびが
形成されている。同様に、ファイバに進入する光量を制御するのに、更には、ファイバに
よって導かれる光と、ファイバ同士の間を伝搬する光との比を制御するのにも、個々のフ
ァイバの開口数が使用される。この開口数は、クラッド材料に対するそれの屈折率と関係
がある。
【００４３】
　第３の利点は、ＰＭＴに達する光の量が増加することである。ファイバのコアの屈折率
がより高いことに起因して（結晶の屈折率に、より良好に整合する）、ＰＭＴへの光の総
量が増加する。ニュートラル材料の厚さが薄くなることにも起因するが、これは、同じ光
分配をより短い距離で実現することによって可能になる。
【００４４】
　なお、ライトガイドとして用いる光学材料は、本実施形態で説明した光ファイバプレー
ト２０２と同様の光誘導制御を行なうことができるものであるならば、如何なる材料によ
り形成されても良い。ただし、かかる光学材料は、１．７５を上回る平均屈折率を有する
ことが望ましい。
【００４５】
　また、上記の実施形態で説明した検出器モジュールは、シングルフォトンエミッション
ＣＴ（ＳＰＥＣＴ:　Single　Photon　Emission　computed　Tomography）イメージング
システムにおいても適用することができる。すなわち、上記の実施形態で説明した検出器
モジュールは、核医学イメージングシステムに適用することができる。
【００４６】
　以上、説明したとおり、本実施形態によれば、ガンマ線検出の精度を向上させることが
できる。
【００４７】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
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々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【００４８】
　１００　ＰＥＴスキャナ
　２００　検出器モジュール
　２０１　フォトセンサ（ＰＭＴ）
　２０２　光ファイバプレート（ライトガイド）
　２０３　シンチレーション結晶エレメント（検出器結晶）
　２０４　支持構造体

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】 【図８Ａ】

【図８Ｂ】
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